
東海圏大学非常勤講師組合

東海圏大学非常勤講師組合
住所　〒467-8501
　名古屋市瑞穂区瑞穂町字山の畑１
　名古屋市立大学菊地夏野研究室気付
TEL/FAX 052-794-3956
E-mail：toukaihijoukin@�yahoogroups.jp
郵便振替口座12160－98511311
　東海圏大学非常勤講師組合あて
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2009.2. 号外

大同工業大学・高森裁判勝利にご協力を

　「採用内定取消し」が新聞やニュースをにぎわ

す昨今、大学の先生でも同じような事態が、昨

年１１月に発生しました。事件は大同工業大学

（名古屋市南区）で発生しました。とくに一般企

業が財務的に危機的な状況を口実にしているの

に対し、大同工大の場合は何らそれらしい理由

も示していません。

　この事件で高森晃一さんは、来年度開講の

「環境を科学するⅡ」の講義担当として、大学側

の担当者からもメールで「授業担当をお引き受

けいただき、誠にありがとうございました」と

の採用回答を受けていました。ところが、「ペン

ネーム使っていいですか」と聞いたところ、大

学側から「御本名でのご出講をお願いしたく

存じます」といわれたので、他大学ですでに使

用しているペンネームでもあったので、高森さ

んはその理由を再度問い合わせました。それに

対し突然、「来年度の監査が入った時に、給与・

時間割等でご本名とご出講名が異なると問題

になるので、絶対にご遠慮いただきたい」な

どのことから、「今回の件はご縁がなかったと

いうことで、白紙に戻させていただきたく存

じます」といわれて、そのまま解雇されたもの。

裁判募金、こんな用途に公判への多数の傍聴と
裁判費用カンパのお願い
　　　　　　執行委員長　光沢　隆

高森裁判勝利、すべての非正規労働者に人間らしい働き方と生活を実現させる募金申込用紙
氏　名　　　　　　　　　　　　　所属　　　　　　　　募金額　　　口　　　　　　円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ※１口1000円以上でお願いします

住所（任意）

一言メッセージをお願いします（任意）

メールアドレス　　　　　　　　　　＠
メールアドレス（携帯）　　　　　　　＠

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日付　２０　　　年　　　月　　　日

　いただいた募金は、以下のように使いま

す。多くの人のお気持ちをお寄せください。

○裁判弁護士費用
　どんな弁護士に頼んでも、裁判はタダでは

できません。しかし、弁護士さんに全力投球

してもらうことで、みんなで今後に生かせる

判例もつくりだすことができます。

　労働裁判は、本人と弁護士と、そして支援

者との共同作業です。

○宣伝費用
　いくらネットが発達しても、宣伝の王道は

紙媒体。しかし印刷代も安くはありません。

あまり運動に触れることのない多くの人たち

にも関心を持ってもらえるような宣伝物を、

たくさんつくって、どんどん普及したいもの

です。

○支援要請行動費用
　メールと電話では、なかなか気持ちは伝わ

りません。ひとりでも多くの人のところに、

高森さん本人とともに、ていねいにお願いに

おうかがいしたいと考えています。

　現在、結婚などの理由以外に、仕事で通称使

用をしている人はかなりいます。また大学で

も、作家や芸能人以外にもいます。要は、給与

振込みなどの際に本人であることが確認できれ

ばいいのです。文部科学省も、ペンネーム禁止

の通達類も発していないとのことです。

　大学経営者や教授会などのなかには、非常勤

講師のクビは、合理的な理由なく自由に切れる

と考えている場合もあるようです。３分の１程

度のコマを非常勤講師が受け持ち、高等教育の

現場の大きな割合を担っている非常勤講師に対

して、真理と学問の府たる大学が行う処遇とし

ては甚大な問題があると考えられます。

　非常勤講師組合は、大学の非常勤講師の地位

向上のために努力しています。こんな事態を放

置することはできません。また、非正規労働者

の経済的・社会的な地位を、ますます危うくす

るものです。断じて許すことはできません。高

森さんは、この解雇に対し、来年度後期からの

出講についての採用内定を一方的に破棄したも

のとして、３月２日に名古屋地裁に提訴しまし

た。どうか多くのみなさんのご支援を訴えるも

のです。

切り取り線

聞いてみたら



(2) (3)いりゃーせ

「問い合わせする人は不要」？

難しい内容をわかりや
すく伝える生物学者

高森さんってこんな人
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　誰しも労働条件について、機会があれば会社側

にさまざま質問できます。希望を述べたり賃金の

ことや残業代、有給休暇などのこともあるかもし

れません。会社は、それらについて、懇切ていね

いに答えてくれるはずです。また、労働条件の明

示は、法律で決まっています。さらに、労働基準

法２条は、労働条件は労働者と使用者が対等に決

定すべきものと規定しています。つまり、労働条

件は、労働者と会社とが話し合いをして合意した

ものでなければいけません。そのためには、前提

として、どんなことでも質問できなければなりま

せん。

　しかし、大同工業大学は、「ペンネームを使っ

ていいですか？」という質問に対して、いきなり

クビにしてきたのです。労働条件を話し合って決

めることを無視しています。

　高森さんは、大学の理不尽な対応について、話

し合いで解決できないかと、東海圏大学非常勤講

師組合に加入し、団体交渉しようとしました。労

働組合員が労働組合の立場で団体交渉を申し入れ

た場合、使用者には団体交渉に応じる労働組合法

上の義務が発生するからです。そして、１１月２

１日時点で、組合は団体交渉を申し入れました。

　ところが大学側は、高森さんと大学との間に

は、どんなかたちの労働契約も存在していない、

契約がない以上団体交渉に応じる義務も何もない

と、団体交渉を拒否しました。

　しかし、経過で明らかなように、大学側窓口担

当者から１０月２９日に、「授業担当をお引き受

けいただき、誠にありがとうございました」との

返事があったのです。講義担当につき、大学側と

高森さんの双方の意思が確認され、労働契約が成

立したのです。

　その後、愛知県労働委員会にあっせんを申請し

ました。そこに大学側も来ましたが、「契約は存在

しない」との一点張りです。結局、大学側は解決

金の提示はするものの講義の担当を蹴って、あっ

せんは不調に終わりました。

     争点その争点その争点その争点その争点その①①①①①

契約の一方的打切りである

     争点その争点その争点その争点その争点その②②②②②

成立した契約の破棄である
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事件のおもな経過と概要

争点はこ
こだ！


